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河川等で市民の皆様の利用が特に多い場所の安全確認
を実施しました

～連休前に河川施設を点検～

東北地方整備局仙台河川国道事務所では、河川等がレクリエーション
活動の場として多くの人々に利用されていることを踏まえ、連休前に、
河川等の安全利用点検を実施しました。点検の結果、特に異常は見られ
ませんでしたので、お知らせいたします。
河川を利用される皆様には、安全には十分配慮のうえ、ご利用いただ

きますようおねがいいたします。

１．実施経緯

近年、河川等についてはレクリエーション活動の場として、多くの人々に利用され
るようになっています。河川管理者も水辺の楽校や水辺プラザなど、河川を利用され
る方に配慮した施設整備を行っているところです。
河川等においては、従来から定期的に河川の巡視や堤防の施設点検を実施してきた

ところですが、一般の利用者の増加や利用を前提とした施設整備を進めていることを
踏まえ、施設を安全に利用してもらうことを目的とした安全利用点検を下記のとおり
実施しましたので、その結果をお知らせします。
なお、これらの点検は、多くのみなさまの利用が見込まれる連休前に毎年実施して

いるものです。

２．点検実施日 ４月１６日～２０日で実施しました。

３．点検対象

点検は、東北地方整備局仙台河川国道事務所が管理する河川のうち、水辺付近の利
用が日常的に見受けられる区域を中心として行いました。

４．点検者

河川管理者（職員等）が実施しました。（河川公園等占用を許可されている管理者
と合同での点検も実施しています。）

５．点検方法

目視及び触診等により実施しました。

６．点検結果

特に異常は見られませんでした。
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